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２ 労働災害発生状況等について

３ 労働災害防止対策及び労働衛生対策について
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挨拶
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労働災害発生状況等について
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令和６年 災害発生状況（北海道全体確定値）
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令和６年 災害発生状況（建設業に関する北海道全体確定値）
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死亡災害４８件のうち、１８件、令和５年の６件から再
び大幅に増加し、約４割まで急増︕



令和６年 死亡災害発生状況（北海道全体確定値）
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ちなみに……



令和６年 死亡災害発生状況（室蘭労働基準監督署確定値）
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令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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休業４日上の全災害247件のうち、26件と１割以上を占め、
工業系業種の中では最も多いため。



令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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死亡災害は全産業で既に２件発生し、建設業における休
業４日以上の災害発生件数も前年同月比で増加している。



令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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墜落と転落で半数以上発生し、時間帯は１１時台と１４
時台、曜日は土曜日が特に多く、休憩前や休日前は、心
理的にも特に注意が必要︕



令和６年 災害発生状況（室蘭労働基準監督署管内）
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５０代と７０代が特に多い︕



昭和40年以降の労働災害発生状況
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昭和47年以前は
休業8日以上のみ︕



本質を見据えた労働災害防止対策
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＜現代の労働災害の大半を占める！不安全行動の本質的な要因＞

☑ 慣れと油断でやってしまう不安全行動
→定められた手順の省略等

☑ 焦りで無理してやってしまう不安全行動
→納期、天候等の要因で無理に終わらせようとする等

☑ 不慣れな作業をその場の感覚でやってしまう不安全行動
→普段行わない修繕やトラブル対応（非定常作業）をその場で簡単に済ませ
ようとする、よかれと思いその場の判断で手伝ってみる、等

＜典型的な災害事例＞
ベテランの作業者が、納期直前に作業を行っていたところ、ちょっとした手直
しが必要になったため、その場のノリでやったところ、大けがをする！

→御社の現場では、どのような状況が想定されそうですか？？



15

労働災害防止対策
及び労働衛生対策
について



リスクアセスメントの取組方法
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リスクアセスメントの取組方法
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リスクアセスメントの低減措置
低減措置の検討を行う際には次の優先順位
で検討すること。
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改正労働安全衛生規則について
一側足場の使用範囲を明確化

施行日︓令和６年４月１日

主に狭あいな現場で使用される一側足場に
ついては、その構造上、安衛則に定める手す
りの設置等の墜落防止措置が適用されないと
ころ、一側足場からの墜落・転落災害が発生
していることを踏まえ、本足場を使用するた
めに十分な幅がある場所（建築物等の外面を
起点としたはり間方向の水平距離が１ｍ以上
の場所）においては、本足場の使用を義務付
けるもの。
ただし、つり足場を使用するとき、又は障

害物の存在その他の足場を使用する場所の状
況により本足場を使用することが困難なとき
は、この限りではないこととするもの。

手すり
中さん

防網

幅木（高さ15cm以上）

下さん

幅木（高さ10cm以上）

手すり

中さん

メッシュシート

１ｍ以上 １ｍ未満

建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離
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改正労働安全衛生規則について
※ 「本足場を使用することが困難なとき」について
ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を２本設置することが困難な
とき。

イ 建築物等の外面の形状が複雑で、１メートル未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき。
ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を２本設置す
ることが困難なとき。

エ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落のリスクが
高まるとき。

１ｍ以上
イの建築物の例

１メートル未
満の場合など
狭小

注︓図はイメージ。分かりやすくするため足場等は簡略化して図示しています。

アの例
エの例 20



移動式クレーンの転倒防止等

移動式クレーンの転倒は、「結果として過荷重

になった」ことが原因の大半です。

○過負荷の制限・傾斜角の制限

○作業半径の適正な選定

○安全装置等の有効保持
労働基準局広報キャラクター
「たしかめたん」
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車両系建設機械の安全対策について

１ 作業計画
車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業場所の

広さ、地形及び地質の状態に考慮して、使用する車両系建設機械の種類
及び能力、運行経路及び作業方法等を定めて下さい。
なお、作業計画の内容は、作業の開始前に関係労働者に周知・徹底し

て下さい。

２ 接触防止対策
危険範囲（建設機械の旋回範囲及び移動範囲）に、作業

員を立ち入らせないこと。ただし、作業の性質上、作業員
を立ち入らせる場合、誘導者を配置し誘導させて下さい。
また、運転手等の関係作業員は、当該誘導者が行う誘導

に従いましょう。
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型枠支保工の組立図の作成

型枠支保工の高さに関係なく組立図を作
成して、組立図により組み立てましょう。

（労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第240条）
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土砂崩壊よる災害事例

【災害発生状況】

被災者が下水道管敷設のための深さ約２ｍの溝

に入り、鉄板を溝の側面に立掛けていた時に土

砂が崩壊し、鉄板に挟まれ負傷した。

【労働災害防止対策】

本件災害は、災害発生前日まで大雨により土砂

崩壊の恐れがあったにもかかわらず、土止め支

保工を設けずに作業を行わせたことが主な原因

です。

上下水道工事等では、土止め先行工法（溝

内に作業員が立ち入らずとも先行し土止め支保

工を設ける工法）を採用する。

被災者位置
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土止め先行工法に関するガイドライン

１ 小規模な溝掘削作業
掘削深さが概ね1.5ｍ以上４ｍ以下で、掘削幅が概ね３ｍ以下の溝を

ほぼ鉛直にくっさ屈する作業をいい、掘削方法は機械掘削又は手堀りの
いずれも含む。

２ 土止め先行工法に係る施工計画の策定
小規模な溝掘削作業を行う上下水道等工事を行う場合は、作業箇所等

に係る事前調査、土止め計画、作業計画等を
作成することにより、土止め先行工法に係る
施工計画を策定し、関係労働者に周知しましょ
う。
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化学物質による労働災害防止
のための新たな規制について

化学物質に
よる労働災
害防止のた
めの新たな
規制につい
て（厚生労
働省HP）
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１ 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者に対して、

その物質の有害性に応じて、適切な保護具を使用させなければならない。
※適切な保護具➡保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物など

２ 化学物質管理者の選任の義務化
【選任が必要な事業場】
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場
• 個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに選任します。
• 一般消費者の生活用に供される製品のみを取り扱う事業場は対象外です。
• 事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。

３ 保護具着用管理責任者の選任の義務化
リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場
【選任が必要な事業場】

※ 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は事業場単位で選任する必要があり、関係請負人につい
ては、一般に出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者及び保護具
着用管理責任者の選任を行う必要はありません。 27



化学物質のリスクアセスメント

取り扱う化学物質の安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ（ＳＤＳ）を取り寄せて、危険性及び有害性

を把握して、リスクアセスメントを確実に実施しましょう。

また、安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ（ＳＤＳ）は、作業場の見やすい箇所に掲示又は備え付け

て関係作業員に対して周知しましょう。

なお、有機溶剤等や特定化学物質でなくても、取り扱う化学物質のリスクアセ

スメントの結果に応じて適切な保護具を有効使用しましょう。

危険性有害性区分の表示（例）

金属腐食性物質
皮膚腐食性
目に対する重篤な損傷

急性毒性（区分４）
皮膚刺激性（区分２）
眼刺激性（区分２Ａ）
皮膚感作性
特定標的臓器毒性（区分３）
オゾン層への有害性

呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性（区分１、区分２）
特定標的臓器毒性（区分１、区分２）
吸引性呼吸器有害性
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呼吸用保護具の着用について

※ 呼吸用保護具を着用してから保護帽を着用すること。
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安全衛生法令改正について（法令改正の主な内容）

施行日︓令和７年４月１日 30



安全衛生法令改正について（注意事項）
１ 元方事業者が実施すべき事項
労働安全衛生法第29条第２項で、関係請負人が法やそれに基づく命令の規定に違反
していると認めるときは、必要な指示を行わななければならなく、今回の改正で義務
付けられた措置を行っていない場合は、「必要な指示」を行わなければなりません。

２ 重層請負の場合は誰が措置義務者となるか
事業者の請負人に対する配慮義務や羞恥義務は、請負契約の相手方に対する義務です。
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石綿の有無の事前調査結果の
報告は施工業者の義務です︕

32



33



石綿の事前調査は、令和５年１０月１
日着工の工事から「建築物石綿含有建
材調査者※」が行う必要があります︕
※

・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・令和５年９月までに日本アスベスト調査
診断協会に登録された者
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キャンペーン期間

５月 ６月 ７月 ８月 ９月
重点取組

職場において例年、熱中症が多数発生しており、
ここ数年、重篤化して死亡に至る事例が年間 30 
人程度発生する状態が続いております。 （実施要綱等をダウンロードできます。）
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職場における熱中症対策の強化

見つける 判断する 対処する

基本的な考え方

事業者に義務付け
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」

令和７年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

※ 次のＵＲＬ、ＱＲコード（厚生労働省ホームページ内にリンク）からリーフレット等を
ダウンロードできます。
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職場における熱中症対策の強化
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熱中症のおそれのある者に対する処置の例
※これはあくまでも参考例です。
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職場における熱中症対策の強化
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ファン付きベスト等の注意点
熱中症対策として現場
で使用されるようになっ
てきたファン付きベスト
等は、溶接・鋳造現場な
どの火花が飛ぶような場
所での使用は、服への着
火や火傷の原因となるた
め、使用できない製品が
あります。
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令和７年度 室蘭労働基準監督署スローガン

「組織で進める安全文化
みんなで取り組む健康職場」
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